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二
十
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年
十
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月
二
十
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日
受
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（
質
問
の 

九
）

答

弁

第

九

号 

    

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
失
業
対
策
事
業
に
従
事
せ
る
自
由
労
働
者
に
対
す
る
本
年
年
末
給
付
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
九
号 

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 

大 
野 
伴 

睦 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
失
業
対
策
事
業
に
従
事
せ
る
自
由
労
働
者
に
対
す
る
本
年
年
末
給
付
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

緊
急
失
業
対
策
法
に
基
く
失
業
対
策
事
業
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の
申
込
を
な
し
た
る
求
職
者
の
う
ち
、
民
間
事

業
あ
る
い
は
公
共
事
業
等
に
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
失
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
に
就
労
の
機

会
を
造
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

従
つ
て
当
該
事
業
の
就
労
者
は
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
日
雇
で
あ
つ
て
、
常
時
当
該
公
共
団
体
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限

ら
ず
、
こ
の
点
、
官
公
庁
あ
る
い
は
民
間
事
業
に
お
け
る
常
用
労
働
者
と
は
異
つ
て
お
り
、
従
つ
て
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て

越
冬
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
者
の
年
末
に
お
け
る
生
活
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
就
労
状
況
を
勘
案

し
、
十
二
月
中
に
お
い
て
全
国
月
平
均
二
日
乃
至
三
日
程
度
の
就
労
日
数
の
増
加
措
置
を
講
じ
、
年
末
に
お
け
る
実
質
収
入

の
増
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 



右
答
弁
す
る
。 

四 

 




